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北海道アルコール健康障害対策推進会議「計画部会」設置要綱 新旧対照表 
 

改       定 現           行 備考 

北海道アルコール健康障害対策推進会議「計画部会」設置要綱  

（設置） 

第１条 （略） 

 

（検討事項） 

第２条 （略） 

 

（構成機関） 

第３条 （略） 

 

（部会の開催） 

第４条 部会の開催は保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課精神医療

担当課長（以下、「担当課長」という。）が決定し、次に揚げる事

項をあらかじめ通知するものとする。 

（１） （略） 

（２） （略） 

（３） （略） 

 

（議事進行） 

第５条 （略） 

 

（庶務） 

第６条 （略） 

 

（その他） 

第７条 （略） 

 

附則 

この要綱は平成２８年１１月２１日から施行する。 

附則 

この要綱は令和２年５月２９日から施行する。 

  附則 

この要綱は令和３年５月１０日から施行する。 

  附則 

この要綱は令和３年６月２９日から施行する。 

北海道アルコール健康障害対策推進会議「計画部会」設置要綱 

（設置） 

第１条 （略） 

 

（検討事項） 

第２条 （略） 

 

（構成機関） 

第３条 （略） 

 

（部会の開催） 

第４条 部会の開催は保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課精神保健担

当課長（以下、「担当課長」という。）が決定し、次に揚げる事項

をあらかじめ通知するものとする。 

（１） （略） 

（２） （略） 

（３） （略） 

 

（議事進行） 

第５条 （略） 

 

（庶務） 

第６条 （略） 

 

（その他） 

第７条 （略） 

 

附則 

この要綱は平成２８年１１月２１日から施行する。 

附則 

この要綱は令和２年５月２９日から施行する。 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・機構改正に伴う役職名

改正 

 

資料１－２ 
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北海道アルコール健康障害対策推進会議「計画部会」設置要綱 新旧対照表  
 

改       定 （案） 現           行 備考 

区　　　　　　分 構　成　機　関　名

北海道医師会

北海道精神科病院協会

北海道精神神経科診療所協会

北海道医療ソーシャルワーカー協会

日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会北海道支部

北海道保険者協議会

北海道立精神保健福祉センター

札幌こころのセンター

依存症治療拠点機関

北海道作業療法士会

北海道産業保健総合支援センター

札幌医科大学医学部神経精神医学講座

北海道アルコール保健医療と地域ネットワーク研究会

警察・消防機関 北海道警察本部

教育関係機関 北海道教育委員会

北海道断酒連合会

青十字サマリヤ会

酒類製造販売業関係団体 北海道小売酒販組合連合会

北海道アルコール健康障害対策推進会議  計画部会構成機関

保健・医療・福祉関係機関

大学・研究機関

当事者団体・回復施設

 

区　　　　　　分 構　成　機　関　名

北海道医師会

北海道精神科病院協会

北海道精神神経科診療所協会

北海道医療ソーシャルワーカー協会

日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会北海道支部

北海道国民健康保険団体連合会

北海道立精神保健福祉センター

札幌こころのセンター

依存症治療拠点機関

北海道作業療法士会

札幌医科大学医学部神経精神医学講座

北海道アルコール保健医療と地域ネットワーク研究会

警察・消防機関 北海道警察本部

教育関係機関 北海道教育委員会

北海道断酒連合会

青十字サマリヤ会

酒類製造販売業関係団体 北海道小売酒販組合連合会

北海道アルコール健康障害対策推進会議  計画部会構成機関

大学・研究機関

当事者団体・回復施設

保健・医療・福祉関係機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成機関を変更 

 

 

 

 

 

・構成機関追加 

 


